
令和６(2024)年３月７日 

 

令和６（2024）年度観光地におけるWEBマップ等活用促進事業業務委託公募型プロポーザル 

に係る質問内容及び回答について 

No. 質問内容 回答 

１ ■仕様書５(1)から(3) 

 全体スケジュールについて確認させてく

ださい。 

(1)専門家による県内観光動向等分析業務 

を実施し、その後 (2) 分析結果活用業務

を実施。 

並行して(3) GBPオーナー登録・活用サポー

ト事務局運営業務を実施する認識をしまし

たがあっておりますでしょうか。 

 御認識のとおりです。 

 「(1) 専門家による県内観光動向等分析

業務」の後に、「(2) 分析結果活用業務」

を実施していただきます。 

 「(3) GBPオーナー登録・活用サポート

事務局運営業務」は、契約締結後から委託

期間終了まで、上記(1)及び(2)の業務と並

行して実施していただきます。 

２ ■仕様書５(3)ウ(ｴ) 

既存の登録状況のリストはありますでし

ょうか。もしくは１からGoogleMaps上で探

しリスト化するという認識でしょうか。 

 過年度に本事業でオーナー登録サポート

した事業者のリストはあります。 

 また、本事業用のGoogleアカウントに対

してオーナー登録済みの事業者から管理者

権限が付与されており、当該アカウントを

利用することで、オーナー登録済みの事業

者を把握することができます。 

 本事業用のGoogleアカウントの情報は、

契約締結後に、受託者に御提示いたしま

す。 

 受託者によるオーナー登録サポート対象

者リストの作成は、上記の過年度にオーナ

ー登録サポートした事業者のリスト及び本

事業用のGoogleアカウントからオーナー登

録済み事業者を確認し、Googleマップ上で

オーナー登録が未登録の事業者を探した上

で行っていただきます。 

３ ■仕様書５(1) 

 業務を遂行する上で何かしらの分析ツー

ルは利用される想定でしょうか。 

 分析ツールは受託者で御用意いただきま

す。 

 受託者で準備及び利用する分析ツールに

ついて、企画提案書に御記載ください。 

４ ■仕様書２(2) 

 「令和３（2021年度）に実施した調査」

の結果は共有いただけますか。 

 調査結果は非公表です。 

５ ■仕様書５(1)ア(ｲ)  明確な定義は設けておりません。 



業種（観光事業者・飲食事業者・宿泊事

業者）について、分類はどのように定義し

ますか。 

 各事業者の業態を御確認の上、分類して

いただきます。 

６ ■仕様書５(1)ア及びイ 

過年度のパフォーマンスデータ及びその

他の情報は提供いただけるのか。 

 本事業用のGoogleアカウントに対してオ

ーナー登録済みの事業者から管理者権限が

付与されており、当該アカウントを利用す

ることで、オーナー登録済みの事業者のパ

フォーマンスを確認することができます。 

 本事業用のGoogleアカウントの情報は、

契約締結後に、受託者に御提示いたします

ので、当該アカウントを利用することによ

りデータ分析を行ってください。 

 仕様書５(1)イ(ｱ)の「その他の情報」

は、受託者が分析を行う上で必要な情報を

受託者において入手していただくことを想

定しております。 

７ ■仕様書５(2)ア及びイ 

 事業者向けセミナーについて、業種ごと

に開催回を分ける必要はありますか。 

 市町及び観光関連団体向けセミナーにつ

いて、地域ごとに開催回を分ける必要はあ

りますか。 

 セミナーの開催回数は、栃木県と受託者

で協議の上で決定するものとします。 

 協議の結果、事業者向けセミナーの開催

回数が１回となる（開催回を分けない）場

合は、分析結果の説明は、業種毎に説明内

容を分けた上で行ってください。 

 また、協議の結果、市町及び観光関連団

体向けセミナーの開催回数が１回となる

（開催回を分けない）場合は、分析結果の

説明は、地域毎に説明内容を分けた上で行

ってください。 

８ ■仕様書５(2)ウ(ｶ) 

セミナーのアーカイブ配信を行うYouTube

のアカウントは貴県のものですか。 

YouTubeのアカウントは受託者で用意する

ことを想定しております。 

９ ■仕様書５(3) 

複数の店舗を運営する事業者に対してGBP

オーナー登録サポートを実施する場合、複

数の店舗それぞれに対してオーナー登録サ

ポートを行っても１件として勘定するので

すか。 

 オーナー登録サポートの件数は、施設の

件数で勘定します。 

10 ■仕様書５(3)ウ(ｴ) 

オーナー登録サポート対象者リストは提

供いただけますか。 

No.２のとおり 

 


